
平成３１年度 社会福祉法人 台東区社会福祉事業団 

児童厚生員（常勤）募集要項 

 

１ 募集内容  児童厚生員  常勤        若干名 

 

２ 応募資格 

児童福祉事業に熱意があり、高等学校以上を卒業し、次のいずれかに該当する者 

①地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校等を卒業した者 

②保育士の資格を有するもので次に掲げる者 

  ・厚生労働大臣の指定する保育士養成所を卒業した者 

  ・保育士試験に合格した者 

③社会福祉士の資格を有する者 

④学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校若しくは幼稚園の教諭とな

る資格を有する者 

⑤高等学校等を卒業し、児童福祉施設において概ね２年以上(※１)児童を直接指導、保育する業務

に従事した経験のある者 

⑥次のいずれかに該当し、児童厚生施設の設置者が適当と認めた者 

・学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは

体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

・学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは

体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ

り、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者 

・学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しく

は体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

・外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する

学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

   
（※１）週５日６時間勤務を要す。 

上記より勤務時間が短い場合は勤務総時間数３，０００時間を目安とします。 

当事業団書式「在職証明書」にて勤務証明が必要です。 

  

３ 採用予定年月日  平成３１年４月１日 応相談 

         

４ 選考 

（１）日時 １次選考・・・・・・ 書類選考（資格要件の確認） 

           就業体験・・・・・・ 書類選考後、平日の午後４時間の就業体験を行います 

    ２次選考・・・・・・ 就業体験後 

 

（２）選考会場    台東区立三ノ輪福祉センター２階 

           住所：東京都台東区三ノ輪１－２７－１１ 

           交通：東京メトロ 日比谷線 三ノ輪駅③番出口 徒歩１分 

 

（３）選考方法   1）１次選考 書類選考 

            

 

   説明会・就業体験 （於：台東区内児童館） 

                         交通費程度支給 

 

          

 2）２次選考 個別面接 ２０分程度 



５ 合格発表   １次選考  電話連絡・本人宛郵送（予定） 

２次選考  本人宛郵送（予定） 

 

６ 受験手続 

（１） 申込方法   申込先に電話連絡の上、下記のとおり提出して下さい 

① 受験申込書 １・２ 

②応募資格を証明する書類の写し 
 

※受験申込書・在職証明書はホームページhttp://taitoswc.org/より 

ダウンロードできます。 

※郵送にて提出の場合は特定記録つきの郵便でお送り下さい。 

 

（２） 申込期限    随時設定 
 

（３） 申 込 先    社会福祉法人 台東区社会福祉事業団 総務課 開原 

          住所：〒１１１-００１１ 東京都台東区三ノ輪１－２７－１１ 

三ノ輪福祉センター３階 

           電話：０３（５６０３）２２２８（平日８：３０～１７：１５） 

           交通：東京メトロ 日比谷線 三ノ輪駅③番出口 徒歩１分 
 

７ 勤務場所及び職務内容 

（１） 勤務場所 台東区内の児童館及びこどもクラブ(学童保育) 

（２） 職務内容 児童の育成及び遊びの指導並びに施設の管理業務（障がい児対応含む） 

行事の企画・書類作成、パソコンでのおたより作成など 

 

８ 勤務条件（平成３０年４月現在） 

項 目 内      容 

給 料 

短大卒程度 １７４，５００円～２１６，９００円 

大学卒程度 １８２，５００円～２２４，７００円 

※基本給は最終学歴・職務経験等に応じて加算し、上記範囲内で決定します 

昇 給 年１回（２９年度実績） 

通勤手当 
６ヶ月運賃相当額を４月・１０月に支給 

（法人規定による。 月額３５，０００円を限度） 

賞 与 年間計４．４ヶ月 (２９年度実績) 

その他手当 扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、退職手当等 

勤務日 勤務は 1週間あたり４０時間（４週８休制） 

勤務時間 ７時４５分～１９時１５分の間の８時間シフト制 （休憩時間は４５分） 

休 日 
国民の祝日（５月５日が勤務日にあたる場合及び毎月第２日曜日以外の日曜日にあたる場合

を除く）１２月２９日から翌年１月３日、勤務日以外の日、毎月第２日曜日 

有給休暇 年間(１月～１２月)２０日 ※初年度限り採用月に応じて付与 

福利厚生 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・貸与被服・健康診断等 

その他 
勤務日、勤務時間は、館の運営・行事等により変更することがある 

夏季休暇５日（２９年度実績） 

   

９ その他  内定後、採用前に健康診断があります。 

なお、３か月以内の健診結果をお持ちの場合、代用できることがあります。 

（詳細は担当まで） 

http://taitoswc.org/

